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公告 

次のとおりＮＰＯ・ボランティア等連携体制推進事業委託業務の委託先を募集します。 

2025 年７月４日 

愛知県知事 大村 秀章    

 

１ 業務の目的 

災害発生時に被災者支援に携わるＮＰＯ等民間支援団体間の情報共有や活動調整及び

災害ボランティアセンターや行政との連携促進のための災害中間支援組織（※）の育

成・機能強化を目的にボランティア団体・ＮＰＯ／ＮＧＯ、企業・生協等のさらなる参

画とネットワーク強化のために、情報発信・情報共有及び研修会等（ワークショップを

含む）を開催する業務を委託する。 

 

（※）災害中間支援組織とは、被災者のため、自発的かつ組織的に支援を行う NPO 等の活

動をサポートし、行政・社協・NPO などのセクター間の連携を進め、課題解決のための

被災者支援コーディネーションを行う組織。 

 

２ 応募資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者で

あること。 

(2) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「愛知県が行

う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けてい

ないこと。 

(3) 募集を開始した日から選定の日までの期間において、愛知県が発注する物品の製

造・販売、物品の買受け、役務の提供等（以下「物品の製造等」という。）に係る

指名停止の措置を受けていないこと。 

(4) 企画提案書提出期限の時点において、「物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者

名簿」の「業務（大分類）３.役務の提供等」のうち、次の分類に登録されている

者で、本社、支店又は営業所を愛知県内に持つ者。 

営業種目（中分類） 取扱内容（小分類） 

16.その他の業務委託等 03.研修 

（5）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申

立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に

基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定

を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをされなかった者

とみなす。 

 

３ 委託内容 

ＮＰＯ・ボランティア等連携体制推進事業委託業務 

 ア 情報発信・情報共有 
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イ 研修会等（ワークショップを含む）の開催 

ウ その他上記業務に関連、付随する業務 

 

４ 委託業務明細 

別添１の仕様書のとおり 

 

５ 選定事業者数 

１者 

 

６ 契約条件 

(1) 契約書 

別添２の契約書(案)のとおり 

(2) 委託料（消費税込み） 

3,161,620 円以内 

(3) 契約期間 

契約の日から令和８年３月 31 日（火）まで 

(4) 契約保証金 

契約金額の 110 分の 10 の金額とする。なお、愛知県財務規則第 129 条の３第３

号に該当する場合は全額を免除する。 

(5) 委託費の支払条件 

原則、精算払とするが、必要に応じて概算払を認めることとする。 

 

７ 企画書及び見積書等の提出 

(1) 企画書６部、見積書１部、会社紹介パンフレット等事業者を紹介するもの１部を提

出すること。なお、これらの提出に係る経費は各社の負担とする。 

(2) 企画書の内容については、以下に示すア～オの内容について作成すること。 

ア 「ＮＰＯ・ボランティア等連携体制推進事業委託業務」企画書表紙 

イ 業務の取組方針、全体スケジュール（様式１） 

  趣旨を理解し、目的や成果物から逆算した全体スケジュール 

ウ 情報共有・情報発信について（様式２） 

  メーリングリストの作成・運用 

  ウェブサイトの作成・管理 

エ 研修会等（ワークショップを含む）について（様式３） 

オ 情報セキュリティー対策について（様式４） 

(3) 企画書の様式等については、Ａ４版縦で作成すること。 

(4) 見積書の様式等の指定は特にないが、単価及び個数など詳細に記入すること。特に、

新規雇用失業者の人件費率が確認できるよう、人件費の見積りは詳細に記載すること。 

( 5 )  企画書等の受付期間は、令和７年７月４日（金）午前９時から令和 

７年７月 18 日（金）午後５時まで（必着）とし、持参（土、日曜日、国民の祝日等の

休日を除く。）、郵送又は宅配便により提出すること。 

提出先：〒４６０－８５０１（住所記載不要） 

愛知県防災安全局防災部防災危機管理課 啓発グループ 
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９ 企画書等の作成に伴う質問と回答 

 (1) 質問 

   質問は、様式５の質問書によるものとする。 

  ア 受付時間 

    令和７年７月４日（金）午前９時から 

    令和７年７月７日（月）午後５時まで 

  イ 提出方法 

    愛知県防災安全局防災部防災危機管理課のメールアドレスに提出する。 

     E‐mail：bosai@pref.aichi.lg.jp 

    なお、件名は「ＮＰＯ・ボランティア等連携体制推進事業委託業務質問書の提

出」とすること。 

 (2) 回答 

   回答は、令和７年７月 11 日（金）までに愛知県防災安全局トップページ 

   （https://www.pref.aichi.jp/site/bousaitop/）の「入札・契約・公募」の情報

に掲載する。 

 (3) その他 

   質問受付期間以外は、質問を一切受け付けない。 

 

10 企画書等の作成にあたっての留意事項 

(1) 内容は企画から事業完了に至るまでの一切の業務とし、できる限り具体的で、かつ

確実に実施できるものであること。 

(2) 業務実施にあたっては、愛知県と連絡・調整をとり、県の指示に従って行うこと。 

(3) 採用されたデザインと文言の著作権は愛知県に帰属するものとすること。 

(4) 提出された企画書等は返却しない。 

(5) 企画書の作成にあたり、あいち防災キャラクター「防災ナマズン」の著作権者と連

絡をとる必要がある場合は、必ず県を通して連絡をすること。また、キャラクター使

用により費用が発生する場合は各社の負担とする。 

 

11 企画書等提出後の措置 

(1) 企画書等を提出した者の中から最優秀提案事業者を選考するため、別に定める委託

業者選考委員会を開催し、提出された企画書について、あらかじめ定めた審査基準

（評価項目及び評価点）に基づき審査を行う。 

(2) 選考結果は、愛知県防災安全局ホームページにて公表し、企画書等の提出者には、

結果を通知する。 

(3) 県は選考された最優秀提案事業者を契約交渉の相手方とする。最優秀提案事業者と

契約を締結するに至らなかった場合は、次点の事業者を契約交渉の相手方とする。 

 

12 問い合わせ先 

愛知県防災安全局防災部防災危機管理課 啓発グループ 柴田・岩田 

電話 052-954-6190（ダイヤルイン） 


